
生駒市規則第２９号 

 生駒市病院事業の設置等に関する条例施行規則をここに公布する。 

  平成２８年７月１５日 

生駒市長 小 紫 雅 史    

 

生駒市病院事業の設置等に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、生駒市病院事業の設置等に関する条例（平成２１年６月生

駒市条例第２３号。以下「条例」という｡)の施行に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（規則で定める診療科目） 

第２条 条例第３条第３項第１５号の規則で定める診療科目は、血管外科とす

る。 

（診療の受付時間等） 

第３条 条例第２条に規定する病院（以下「病院」という｡)の診療の受付時間及

び診療の開始時間は、次のとおりとする。ただし、条例第１０条に規定する指

定管理者（以下「指定管理者」という｡)は、必要があると認めるときは、あら

かじめ市長の承認を受けて、これらを変更することができる。 

区分 診療の受付時間 診療の開始時間 

月曜日から

金曜日まで 

午前８時から午後０時まで 午前９時 

午後４時３０分から午後７時まで 午後５時 

土曜日 午前８時から午後０時まで 午前９時 

２ 病院の休診日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると

認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、これを変更し、又は臨時に休



診することができる。 

(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(3) １２月３１日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く｡) 

３ 前２項の規定にかかわらず、指定管理者は、急病であることその他やむを得

ない事情があると認めるときは、診療を行うものとする。 

（委員会の委員長及び副委員長） 

第４条 条例第１７条第７項の生駒市病院事業推進委員会（以下「委員会」とい

う｡)に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

（専門部会） 

第６条 専門の事項を調査研究するために必要があると認めるときは、委員会に

専門部会を置くことができる。 

（関係者の出席等） 

第７条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求

めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（委員長への委任） 



第８条 第４条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事

項は、委員長が委員会に諮って定める。 

（施行の細目） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （生駒市病院事業推進委員会規則の廃止） 

２ 生駒市病院事業推進委員会規則（平成２１年８月生駒市規則第２０号）は、

廃止する。 

 （経過措置） 

３ この規則の施行の際現に廃止前の生駒市病院事業推進委員会規則の規定によ

り選任された委員長及び副委員長である者は、それぞれ、この規則の規定によ

り委員会の委員長及び副委員長に選任されたものとみなす。 


